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調査対象港湾への質問状 

添付資料 

米国、ロサンゼルス港・ロングビーチ港 
 「Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Regulations (Standards – 29 CFR)」 

（英語）および（日本語訳） 

豪州、シドニー港 

 「Port Botany Weigh Devices (Patrick)」 

 「DP World Sydney’s WIM (Weigh in Motion Truck Drives Guide (DP World Sydney)」 

 「Heavy Vehicle Overloading in the Shipping Container Industry – Port Botany (RMS)」 
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第一章 調査目的および概要 
 

1.1 調査背景と目的 
 

 国際海上コンテナは、効率的な陸海複合一貫輸送が可能であることから、現在では国際

物流の中心的地位を占めている。我が国の物流においても、その重要性はますます高まっ

ている。しかしながら、国際海上コンテナの陸上輸送の現状は、速度超過や積載コンテナ

のロック不備といった貨物自動車の運転等に起因する事故の問題のほか、コンテナが密閉

状態で輸送されるという特殊性により、運転者がコンテナ内の貨物の重量、品目、および

積み付け等に関する情報を充分に把握できないままに行われている。さらに、安全上問題

のあるコンテナが見つかった場合でも、現場の作業者や運転者のみの判断で対応すること

が難しく、現場対応に関する関係者間の合意形成が非常に難しいという問題もある。 

 

 以上を踏まえ、平成 22年から 3年間に亘って行われた国土交通省の「国際海上コンテナ

トレーラーに関わる事故防止対策推進事業」では、国際海上コンテナの陸上輸送の安全を

確保するため、その輸送に関わる各関係機関間における確実な情報伝達の方法、過積載、

偏荷重等の不適切状態のコンテナを発見し是正するための手順、および偏荷重状態を回避

するための適切な積み付け方法等についての調査が実施された。 

 

 この推進事業から得られた調査結果および知見が、国際海上コンテナの陸上輸送の安全

確保のため、各関係者が実施すべき事項を記載した「国際海上コンテナの陸上における安

全輸送ガイドライン」および「国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニュアル（案）」

として、平成 25年に国際海上コンテナの陸上輸送に係る安全対策会議で策定されている。 

 

 他方、国外に目を向けると、重量不明のコンテナは船員や港湾労働者等を危険にさらす

という安全上の問題から、重量の正確性が証明された輸出コンテナのみがコンテナ船への

積載が可能になることを目的とした SOLAS条約の改定提案が、デンマーク、オランダ、米

国、国際海運協議会（BIMCO）、国際港湾協会（IAPH）、国際海運会議所（ICS）、ITF およ

び世界海運評議会（WSC）の共同で国際海事機関（IMO）に示され、議論が続けられてき

た。さらに、IMO/ILO/UNECE が主催する専門家会合では、「貨物輸送ユニットの収納に関

するガイドライン」を改正し、サプライ・チェイン全体の役割の明確化などの議論が行わ

れ、コンテナ情報の伝達に関する国際ルールの整備が進められている。 

 

また、実施の背景はそれぞれ異なるが、世界の主要な港湾においては人命およびコンテ

ナ輸送の安全確保を目的とし、独自の国内法および基準に基づいたコンテナ重量の測定が

実施されている事例もあることが分かっている。 
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以上を背景に、将来、わが国におけるコンテナ重量測定制度の導入時の参考とするため、

諸外国・諸港湾において実施されているコンテナ重量測定の現状把握を目的として、調査

は実施された。 

 

具体的な調査内容は、制度面からは法制度、組織体制、実施体制および費用負担等、ま

た技術面からは測定手法および技術開発動向等を視点とした情報収集を目的としたもので

あり、得られた情報は港湾管理、港湾物流機能の確保の観点も踏まえ、調査報告書として

取りまとめた。 

 

1.2 調査実施の概要 
 

 調査対象国（港湾）としては、主にトラック・スケール計測器を用いて輸出コンテナの

重量測定を実施している米国のロサンゼルス港およびロングビーチ港、同じく輸入コンテ

ナの重量測定をWeigh-in-motion（WIM）計測器を用いて実施している豪州のシドニー港（ボ

タニー港）を選定した。 

調査先としては、コンテナ重量測定の実施者および実施監督者の双方から情報を得る必

要があり、実施者としては複数のターミナル・オペレーター、実施監督機関としては当該

港湾局等を選定した（表 1.2-1参照）。 

 

質問の回答を得るためには、各調査先に対し、5 分類 27 項目からなる同一の質問票を用

いた（巻末に資料として添付）。 

なお現地調査に先立ち、開示されているインターネットおよびホーム・ページ等を利用

し、日本国内において得られる情報は可能な限り集めた。集められた情報は用意された質

問票の項目に整理し、現地調査時に内容の確認を行った。 

日本国内で得ることができない情報は、現地調査時に選定した複数の調査対象者からの

ヒアリングで、可能な限り入手に努めた。 

 

表 1.2-1 調査対象先一覧 

調査対象国 

調査対象港湾 
調査対象先 調査対象者名称（英語名） 

実施管理者 Port of Los Angeles（POLA） 

West Basin Container Terminal（WBCT） 

TraPac Container Terminal（TraPac） 

米国 

ロサンゼルス港/ 

ロングビーチ港 
実施者 

International Transportation Service（ITS） 

Sydney Ports 豪州 

シドニー港 

（ボタニー港） 

実施管理者 NSW Transport Roads & Traffic Authority 

（旧 NSW Transport Roads & Maritime Service） 



平成 25年度 
諸外国におけるコンテナ重量の測定状況に関する調査 報告書 

第一章 

1-3 

Patrick Terminal 

DP World Sydney Limited 

（Port Botany Terminal） 
実施者 

Hutchison Ports Australia 
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第二章 コンテナ重量の測定に関する我が国および国際動向 
 
2.1 我が国の動向 
 
1. 我が国におけるコンテナ陸上輸送安全対策の動向 
 
 2005年 3月、国土交通省等 7省庁は、2009年までの 5年間で行う国際物流の諸施策を
掲示した「安全かつ効率的な国際物流の実現のための施策パッケージ」を策定した。その

ため、同年 8 月に「安全かつ効率的な国際物流施策推進協議会」を発足させ、同施策パッ
ケージの進捗状況の点検・評価のほか、必要に応じた施策の見直しを実施した。さらに、

その施策推進協議会の企画調整委員会の下に複数のワーキング・グループ（WG）が設置さ
れ、実務者による具体的な検討がおこなわれた。 
 
 その WG の一つが「国際海上コンテナの陸上における安全輸送 WG」であり、国際海上
コンテナの＜陸上安全輸送対策＞を強化するため、「国際海上コンテナの陸上における安全

輸送ガイドライン」の作成が委ねられた。このガイドラインは、外航船舶運航事業者、港

湾運送事業者（ターミナル・オペレーター、海貨事業者等）、利用運送事業者、および貨物

自動車運送事業者（トラック事業者）がそれぞれ取り組むべき具体的な措置を示したもの

で、2005 年 12 月に策定された。内容は、安全な海上コンテナの陸上輸送を実現するため
に、①積載方法に関する指示と確認、②内容物等に関する情報伝達、③危険物輸送に関す

る注意事項、および④陸上輸送時における事故防止を定めたものである。 
 
 ただし実際には、確実に書面によるコンテナ情報の伝達がなされたわけでもなく、中身

が分からないままコンテナをトレーラーに積載し、輸送しているケースも少なくなかった。

つまり、法律による罰則規定等の裏付けがなかった。 
またこの間、海上コンテナを積載した大型トレーラーの横転事故も多発、2006年から 2009

年の 4 年間でトレーラーの横転事故は 27 件発生し、死者 10人、重傷者 8人と大きな被害

が出ている。 

これらが新法の制定を促す引き金となった。そのため国土交通省は、海陸一貫輸送され

るコンテナの陸上輸送の安全を確保するため、「国際海上コンテナの陸上輸送における安全

対策検討会議」を設け、新法の制定に向けた協議を開始した。 
 

策定された法律は、経済・産業界の反発、審議未了による廃案、見直し等の紆余曲折を

経たものの、名称：「国際海陸一貫運送コンテナの自動車運搬の安全確保に関する法律案」

（略称、「コンテナ新法」）として、2012年 3月に再度閣議決定された。 

この新法には、国土交通省が、これらの規定を尊守しなかった荷主やトラック運送事業

者に対して勧告し、報告を求め、事業所立ち入り等の必要な検査を行うことができる内容
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等が規定された。さらに、規定を遵守しなかった場合には、罰則規定が適用される条項も

盛り込まれた。 

 

法律の構成は、以下の 4つの基本コンセプトと 3つの具体的な規定から成り立っている。 

＜4つの基本コンセプト＞ 

① 中身の分からないコンテナや法律違反のコンテナを公道に出さない 

② コンテナの中身について知る権利と伝える義務を明確にする 

③ 安全に運ぶために、各関係者が担う義務や責任を関係当事者で共有する 

④ 各関係者が安全な荷役や輸送を実現するために、荷主が担う責任の明確化を図る 

＜3つの規定＞ 

① コンテナ情報の伝達 

② 港湾における不適切状態にある輸入コンテナの発見・是正 

③ トラック運送事業者・運転者の遵守事項 

 

ただし、成立が期待された「コンテナ新法」であるが、2012年 12月の臨時国会終了によ

り、審議未了として再度の廃案となった。これに対し、全日本トラック協会海上コンテナ

部会等は、この法律が交通事故の防止に直結する重要な安全対策であり、国民の生命や財

産を守るために必要不可欠として、改めての確実な成立を求めているのが現状である。 

 

 一方で、2010 年から 3 年間に亘る「国際海上コンテナトレーラーに係る事故防止対策推

進事業」が国土交通省によって実施された。同事業はコンテナの安全陸上輸送のための実

証実験および各種調査であり、得られた知見は、荷主、外航船舶運航事業者、港湾運送事

業者、取次事業者、利用運送事業者およびトラック事業者が協力して取り組むことが望ま

しい処置として、標準的なケースとしてまとめられた。これが「国際海上コンテナの陸上

における安全輸送マニュアル（案）」であり、2013年 3月に「国際海上コンテナトレーラー

の陸上輸送の安全確保のための検討会」において策定された。 

 内容は、関係者が実施すべき主な取り組みであり、①コンテナトレーラーの安全運転、

②コンテナ情報の伝達、③不適正コンテナの発見および是正のための措置、および④コン

テナへの貨物の積み付けの詳細を規定したものである。 

 

 さらに、上述の 2005年に策定された「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイド

ライン」は、それ以降に行われた実証実験および実態調査を踏まえ、2013 年 6 月に改訂さ

れている。 

 

2. 我が国のコンテナ重量測定に関する動向 
 
上記の「国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニュアル（案）」（2013年 3月策定）
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には、各海上コンテナ運送の関係者（荷主、取次事業者、トラック事業者、船社、および

港湾運送事業者等）間におけるコンテナ情報の伝達、不適切状態にある輸入コンテナの発

見および是正のための規定が含まれ、法的強制力は無いものの、具体的な実践方法が示さ

れている。それらの実践方法から、＜コンテナ重量＞および＜コンテナ重量測定＞に関す

る記述部分を以下に取りまとめた。 
 
これにより、我が国において、海上輸送コンテナが過積載・偏荷重と判定された場合に、

対象コンテナの再調整および再計量を含め、講じられている対策が理解できる。状況に応

じ、問題に対応するために関係者が何を成すべきかという事である。 
 つまり、我が国におけるコンテナ陸上運送の安全対策、過積載コンテナの再重量測定の

実施要領等が示されている。 
 
(1) コンテナの情報伝達 
 
 情報伝達の原則であり、トラック事業者が最終的に運転者まで伝達すべきコンテナ情報

である。実施対象者は、「荷主、取次事業者等、トラック事業者、船社および港湾運送事業

者」で以下の規定となっている： 
 重量情報：原則、コンテナ 1 本ごとの貨物重量（複数コンテナの総重量のみ把握して
いる場合にあっては、複数コンテナの総重量をコンテナ本数で総重量を案分したもの

でも可）およびコンテナ自重（コンテナ自重が分からない場合は、表 2.1-1に示すコン
テナ自重の目安）を伝達すること。 

 
表 2.1-1 コンテナの自重の目安 

コンテナの種類 自重の目安 
40ftドライコンテナ 4.5トン 
40ftリーファーコンテナ 5.0トン 
20ftコンテナ 2.5トン 
20ftリーファーコンテナ 3.5トン 

 
 ＜輸入コンテナ＞に関し、関係主体ごとに実施すべき事項であるが、「受荷主」が実施す

べきことは： 
 船荷証券に記載されている重量がコンテナ 1本ごとの情報の場合は、それを伝達する。
もし、複数コンテナの合計の重量のため、コンテナ 1 本ごとの重量情報が無い場合に
は、コンテナの本数で案分してコンテナ 1 本の重量に換算する。なお、案分した場合
は、当該重量情報が＜複数コンテナの重量を案分したものである＞という注意書きを

添えて伝達しなければならない。 
 船荷証券に記載されている重量情報をコンテナ本数で案分して換算したコンテナ 1 本
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ごとの貨物重量が 26トンを超える場合は、発荷主又は荷送人に重量情報を確認する必
要がある。 

 
 同じく、「取次事業者」が実施すべきことは、上記の受荷主の場合と同様に： 

 船荷証券に記載されている重量がコンテナ 1本ごとの情報の場合は、それを伝達する。
もし、複数コンテナの合計の重量のため、コンテナ 1 本ごとの重量情報がない場合に
は、コンテナの本数で案分してコンテナ 1 本の重量に換算する。なお、案分情報の場
合にあっては、当該重量情報が＜複数コンテナの重量を案分したものである＞という

注意書きをしてから伝達する。 
 
 さらに、「ターミナル・オペレーター」には： 

 コンテナの重量、品目名、梱包の種類、その他危険物に関する情報等を認識している

場合には、可能な限り、運転手にその情報を伝達するよう協力する。 
 
＜輸出コンテナ＞に関しても、関係主体ごとの実施事項が定められている。 
「発荷主」には： 

 陸上運送契約を取次事業者等に委託する場合、コンテナごとの重量、品目名、梱包の

種類、その他危険物に関する情報、および運送中に不具合が生じた場合の連絡先等を、

取次事業者等に伝達する。 
 トラック事業者と直接陸上契約を結ぶ場合、コンテナごとの重量、品目名、梱包の種

類、その他危険物に関する情報および運送中に不具合が生じた場合の発荷主の連絡先

等をトラック事業者又は、運送取次依頼を行う取次事業者等に伝達すること。 
 
「取次事業者等」には： 

 トラック事業者との契約書類（運送依頼書等）に、コンテナごとの重量、品目名、梱

包の種類、その他危険物に関する情報および運送中に不具合が生じた場合の連絡先等

を運送依頼するトラック事業者又は運送取次依頼を行う取次事業者等に伝達すること。 
 
(2) ＜不適切状態にある輸入コンテナ＞の発見および是正のための措置 
 
I. 書面による確認：入港までの書面による事前確認 
 書面による不適切コンテナの判断のため「受荷主」には： 

 船荷証券等に記載されている重量情報を確認し、当該重量が複数コンテナの情報の場

合は、当該重量を船荷証券に記載されている本数で案分し、コンテナ 1 本の貨物重量
を算出する。案分して算出した数値にコンテナの自重（上記表 2.1-1）を加えた結果、
30.48トンを超える場合は不適切コンテナと判断すること。 
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 さらに、書面による確認の結果、過積載が発覚した場合、「受荷主」の対処は： 
 上記のとおり、過積載とコンテナが判断された場合には、陸上運送を行う前までに、

受荷主から船社に連絡を行い、開封・是正のための協力を依頼する。ターミナルにお

いて是正を行う場所がない場合、受荷主は荷揚港の臨港地区における倉庫等と調整し、

開封是正するよう調整する。これらの対応については、取次事業者等経由でトラック

事業者および運転手に連絡し、適切に対応するよう指示すること、と規定。 
 
 同様に、書面による不適切コンテナの判断のため「取次事業者等」は： 

 上記、受荷主と同様の手順により、書面にて過積載を判断した場合、受荷主に連絡を

行い、あらかじめ、以下に示す不適切コンテナの対処のための関係者との調整を行う

よう求めること、とある。 
 
 上記により、書面による確認の結果、過積載が発覚した場合、「取次事業者等」の対処は： 

 上記により、過積載と思われるコンテナと判断された場合には、陸上運送を行う前ま

でに、受荷主経由で船社に連絡を行い、受荷主は船社に対して是正のための協力を依

頼する。ターミナルにおいて是正を行う場所がない場合は、受荷主と調整の上、荷揚

港の臨港地区における倉庫などにおいて、是正した上で運送するようトラック事業者

に指示すること、になる。 
 
 また、書面による不適切コンテナの判断のため「トラック事業者（運転者）」には： 

 受荷主又は取次事業者等から、書面にて過積載を判断したと連絡を受けた場合、受荷

主又は取次事業者等の指示に従い、以下の対応を行う。 
 
 さらに、書面による確認の結果、過積載が発覚した場合、「トラック事業者（運転者）」

の対処は： 
 上記により、過積載と思われるコンテナと判断された場合には、受荷主又は取次事業

者が指示した場所へ徐行して移動する。是正場所において、是正が完了したら、トラ

ック事業者から受荷主又は取次事業者等に連絡を行い、指示を仰いだ上で安全に運送

を行う、ということになる。 
 
II. 入港後の現場における不適切状態の察知、判断および対処 
 搬出時に「運転者等」が不適切状態を察知した場合の連絡調整が、次の 2 ケースで規定
されている。 
 入港後の現場における不適切状態の判断は： 

 運転手等が輸入コンテナの搬出時に過積載状態を察知した場合、図 2.1-1のとおり、受
荷主まで連絡を行い、重量計がある場合は重量計測を実施し、重量計が無い場合は受

荷主の判断を仰ぎ適切に対処する、こと。 



平成 25年度 
諸外国におけるコンテナ重量の測定状況に関する調査 報告書 

第二章 

2-6 
 

 
 また、入港後の現場判断において、過積載が発覚した場合は： 

 運転者により過積載であることが確認されても、コンテナの開封や是正を行う行為に

は一定の費用が発生するため、現場の運転者やターミナル作業員だけで意志決定でき

るものではない。 
 そのため、図 2.1-1に示す連絡経路に基づき、最終的には受荷主の判断のもと、適切な
連絡経路を通じた指示により対処すること。 

 
 事前にターミナル作業員が不適切状態を察知した場合の連絡調整としては、入港後の現

場判断において、過積載が発覚した場合の対処として： 
 過積載と思われるコンテナと判断された場合には、陸上運送を行う前までに受荷主か

ら船社連絡を行い、開封・是正のための協力を依頼する。ターミナルにおいて是正を

行う場所が無い場合、受荷主は荷揚港の臨港地区における倉庫等と調整し、開封・是

正するように調整する。これらの対処について、取次事業者等経由でトラック事業者

及び運転者に連絡し、適切に対応するように指示すること。 
 

 
図 2.1-1 関係者間の連絡調整経路 
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さらに、＜入港後の現場判断において、過積載が発覚した場合の対処＞として、次の 4
例が具体的に示されている。 

 
【例1】 ターミナルのゲートに重量計がある場合 
【例2】 ターミナルのゲートに重量計はないが、港湾地区又は臨港地区付近に計量所等の

重量計がある場合 
【例3】 ターミナル、港湾地区又は臨港地区付近に重量計がない場合 
【例4】 ターミナルに是正する場所がない場合（コンテナを開封する場所も確保できない

非常に稀なケース） 
 
 表 2.1-2に【例 1】と【例 2】の手順をまとめた。 
 

表 2.1-2 入港後の現場判断において、過積載が発覚した場合の対処 
事項 【例 1】 【例 2】 

入港後の現場におけ

る不適切状態の察知 

手順①：港湾ターミナル内の作業員が荷

役機器等にて不適切コンテナを発見した

場合、ターミナル・オペレーターに連絡。

ターミナル・オペレーターはゲート等の

港湾ターミナル内の作業員を通じてトラ

ック運転者に連絡する。 

 

手順①：同左 

入港後の現場におけ

る不適切状態の判断 

手順②：過積載の可能性がある場合 

→荷主に連絡し、<ゲートの重量計にお

いて重量を測定する>。 

手順③：過積載が判明 

→不適切コンテナと判断して、以下の処

置を実施する。 

手順②：過積載の可能性がある場合 

→トラック事業者から受荷主に連絡の

上、荷主から、トラック事業者に対応方

法を指示。ターミナル付近に民間の計量

所等がある場合は、<当該計量所まで徐

行して移動し、重量を測定する>。 

→過積載が判明した場合は、以下の処置

を実施する。 

 

入港後の現場判断に

おいて、過積載が発

覚した場合の対処 

手順④：運転者→トラック事業者→受荷

主（取次事業者等経由）に連絡。その際、

ターミナル作業員から、ターミナル・オ

ペレーターにも連絡し、その指示に従い

適切な場所で待機する。 

手順⑤：受荷主（取次事業者等経由）は、

船社と相談の上、対処方法を決定し、船

手順③：運転者→トラック事業者→受荷

主（取次事業者等経由）に連絡。 

手順④：受荷主（取次事業者等経由）は、

計量所付近の倉庫等に連絡し、受け入れ

の了承を得た上で、当該倉庫等において、

コンテナを開封し、コンテナ内の貨物の

状態を確認する等適切に指示する。 
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社経由でターミナル・オペレーターに連

絡する。当該ターミナル内の CFS等にお

いて、コンテナを開封し、コンテナ内の

貨物状態を確認するように指示する。（状

況によっては、荷主の判断により低床ト

レーラーに積み替えて運送する） 

手順⑥：ターミナル・オペレーターは、

ターミナル作業員に指示してトラック運

転者を CFS等まで誘導し、コンテナを開

封し、コンテナ内の貨物の状態を確認す

る。 

手順⑦：受荷主はターミナル・オペレー

ターと調整の上、CFS等の荷さばき場に

おいて、一部貨物を置き、改めて受荷主

（取次事業者等経由）が当該 CFS等に留

置した貨物を受け取るよう手配するなど

対応方法を相談の上、対処する。 

 

手順⑤：倉庫等の責任者は、作業員に指

示してトラック運転者を当該倉庫等まで

誘導し、コンテナを開封し、コンテナ内

の貨物の状態を確認する。 

手順⑥：受荷主は倉庫等の責任者と調整

の上、その荷さばき場において、一部貨

物を置き、改めて受荷主（取次事業者等

経由）が当該倉庫に留置した貨物を受け

取るよう手配するなど対応方法を相談の

上、対処する。 

出典：「国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニュアル（案）：平成 25年 3月」から作成 
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2.2 国際動向 
 
1. コンテナ重量測定に関する国際動向 
 
コンテナ輸送業界が、貨物の正確な重量を知らされていない唯一の業界であるというこ

とは憂慮すべき事実であると言われている。コンテナ積荷目録は、積荷重量がいくらであ

るかを示しているが、その数値には経費削減を目論む関係者により故意に作成された間違

いや、不正確な申告に基づいたものもあり、信頼出来ないことも多い。 

極端なケースでは、重量超過や不正確な重量申告のコンテナ個数が、船舶に積み込まれ

た全コンテナ個数の 1 割になることもあると報告されている。結果的に、これが災害・事

故を引き起こす要因になることも考えられる。 

 

2007年にはコンテナ船MSCナポリ（Napoli）が、英国の南西岸沖において荷崩れを起こ

し座礁した。海洋事故調査部門の報告によると、実入りコンテナの重量および内容物の誤

申告が事故の原因であることが明らかになった。 

また同年 2月には、868TEU積みのコンテナ船アナベラ（Annabella）の上段にあったブテ

ンガス 3 個を含む 7 個のコンテナが崩壊し、あわや惨事となるところであったが辛うじて

これを回避した事例もある（“Feature”2011年 5月号記事：「Watching their weight」by Stephen 

Cousins）。 

 

重量が超過した実入りコンテナは、船舶への影響だけでなく、ターミナルの運営、道路

および鉄道など運送業界を含むサプライチェーン全般に亘る安全と関係者の生命に影響を

及ぼす可能性もある。多くの業界関係者はこの問題に取り組む必要があると認識している

が、誰が責任を持って＜実入りコンテナの重量計測＞を実施するべきなのか、またそれに

要する費用を誰が負担すべきなのか、更にどの場所で、どの時点で実施すべきかなど解決

が難しい課題も多く、継続的な議論が必要となっている。 

 

このような流れの中で、世界海運評議会（World Shipping Council：WSC）と国際海運会議

所（International Chamber of Shipping：ICS）が、海上コンテナの安全輸送ガイドラインとす

る「Safe Transport of Containers by Sea：Guidelines on Best Practices」を策定し発行した。 

さらに、2010年12月にWSCと ICSは連名で、「Solving the Problem of Overweight Containers」

を IMOに提出、重量超過コンテナの問題を提起すると共に、輸出用の実入りコンテナは船

舶に積み込む前に港湾施設において全数検量を実施すべきであるとする国際法的要求事項

（International Legal Requirement）の設定を要求した。 

また 2011年 3月には、WSCと ICSは再度連名で、「International Legal Requirement規則の

制定」を IMOに求めた。 
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どの時点で実入りコンテナの重量を測定するのが適切なのか等の議論が開始される中、

UKMPG（UK Major Ports Group）の常任理事である Richard Bird氏は、「最適な解決方法は、

実入りコンテナが旅立つ始点において、その重量が検量されなければならない。仮にコン

テナが重量超過していたならば、これらのコンテナは港湾に到着する以前に、道路利用者

にとって安全上の問題となることは確実である。IMO はサプライチェーン全体についての

コンテナ輸送の安全を熟慮すべきだ」と述べた。 

また、APMターミナル・ヨーロッパの最高責任者である Dennis Lenthe Olesen氏は、「荷

主は、実入りコンテナの正確な重量を税関に申告する義務がある。もし申告した重量に間

違いがあれば、税関に対する法的責任を免れない。さらに彼らには、正確な重量を税関に

申告する義務があるばかりでなく、その計量に要する費用も負担すべきなのだ」と述べて

いる。 

さらに、豪州海運企業体の最高責任者である Liew Russell氏は、「いくつかのターミナル・

オペレーターは、荷主に対して付加価値的なサービスとして、実入りコンテナの検量を申

し出るとともに、その費用をコンテナ荷役に費用を上乗せし、検量機器等に要した先行投

資を取り戻すかも知れない。（つまり）コンテナの検量に要する費用は、あらゆる方法で荷

主に転嫁されるであろう」と語った。 

 

一方、港湾におけるコンテナ重量の検量は、いつどのように実施するかによるが、コン

テナ物流を遅延させる可能性が大きく、ターミナル運営に新たに煩雑な要素が加わること

になると考えられており、多くのターミナル・オペレーターからは、既にスペース不足で

あり、例えばターミナルのゲート近傍で検量が実施されるならば、コンテナ車両等の長い

待ち行列が起こり、一層の混乱を生じさせる要因になるという危惧から、多くの反対意見

が出されている。 

 

以上を背景に、2011 年 5 月に開催された IMO の海上安全委員会（Maritime Safety 

Committee: MSC）の定例会合では、コンテナ重量測定の問題を、MSCの構成委員会の一つ

である危険物、固体貨物およびコンテナ小委員会（Sub-Committee on Dangerous Goods, Solid, 

Cargoes and Containers：DSC）に委ねることが決められた。DSCはこの問題を、新規事業計

画の一つとして、2013年までに結論を出すとした。この合意を受け、DSCは 2011年 9月の

定例会合から、SOLAS条約の改正を含み、IMOにおけるコンテナ重量測定問題解決のため

の検討を開始した。 

 

それに対する具体的な動向としては、世界海運評議会（WSC）、国際海運会議所（ICS）、

ボルチック国際海運協議会（BIMCO）が、輸出本船積み込み前のコンテナの実重量測定の

必要性から、SOLAS条約改正を訴えるレポートを提出した。 

また 2012年 6月には、デンマーク、オランダ、米国、BIMCO、国際港湾協会（International 
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Association of Ports and Harbors：IAPH）、ICS、国際運輸労連（International Transport Workers’ 

Federation：ITF）およびWSCが連名で、「Development of Measures to Prevent Loss of Container：

Verification of Container Weights」を共同提案した。これは 2011年 9月の DSCの要求に答え

たものであり、SOLAS条約の IV章の改定を目指したもので、全ての実入りコンテナは本船

船積み前に測定を実施するように提案している。 

 

一方でドイツは、計測した全ての貨物の重量に、パレット、ダンネージ（注：積荷に置

く詰め物）その他の固定資材重量さらにコンテナの自重を加えた加算式、または貨物が収

納されたコンテナの重量を計測する、という 2案を IMOに提案した。 

 

2012年 9月開催の DSC17では、WSC、ICS、BIMCOが招聘され、下記の問題点が議論さ

れた。 

 既存の SOLAS 条約は、荷主に対し船積み前にコンテナ重量情報を本船の船長へ報告

すること、更に船積み書類に記載された重量と実測定重量に乖離が無いことを求めて

いるが、条約の管轄の観点から強制力が及ばない地域が多く、結果として現実に申告

される情報の多くが不正確で、安全輸送に支障をきたしている。 

 実際にコンテナへの貨物の詰め込みを実施する地域は港湾地域に位置していないこ

とが多く、実入りコンテナの重量を測定する設備が無い。 

 

 以上を経て、2013年 9月の DSC18において、コンテナ重量測定実施のための SOLAS条

約の改定が承認された。証明方法については、＜実重量計測方式＞と＜合算算出方式＞の

両方が採用されることになった。 

 今後は、2014年 5月開催の MSC93で、この DSC18の最終案が報告され、さらに、これ

を受けた SOLAS 条約の改正案、および実施のための「ガイドライン（案）」が採択された

場合、条約締約国におけるコンテナ重量計測の実施が、2016年 7月から発効の予定である。 
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第三章 海外・国内事例調査の概要 
 
3.1 米国、ロサンゼルス港・ロングビーチ港事例 
 
1. 制度面に関する現状把握 
 
(1) 国内法（準拠法） 

 USA rule: Occupational Safety and Health Administration（以下、「OSHA」とする）の

Regulations - Standard – 29 CFR (Title 29 - Labor - Code of Federal Regulations) 1917.71（以

下「29 CFR 1917.71」とする）「Terminal handling intermodal containers or roll-on roll-off 

operations」に準拠する。 

 今回調査した米国西海岸のロサンゼルス港、ロングビーチ港ともにカルフォルニア州

の港湾であるが、ロサンゼルス港の場合はロサンゼルス港湾局 Port of Los Angeles（以

下、「POLA」とする）、ロングビーチ港の場合はロングビーチ港湾局 Port of Long Beach

（以下、「POLB」とする）が実務の監督機関である。今回調査した米国西海岸の 3 タ

ーミナルでは、POLAおよび POLBの指導の下に、輸出コンテナ全数の重量測定を実施

している。 

 
(2) 背景 

 ロサンゼルス港およびロングビーチ港ともに、早くから輸出コンテナの重量測定を実

施していた。輸出コンテナの重量測定の実施は、USA ruleの 29 CFR 1917.71－OSHAに

規定に準拠することが契機であったが、ターミナル・オペレーターにとっては作業関

係者とインフラを保護するだけでなく、ヤード内の最適な積み付け計画のために有益

であったため採用されるのが早かったと考えられる。 

 コンテナ輸送作業関係者、POLA、OCEMA（The Ocean Carrier Equipment Management 

Association：外洋航行船装置管理協会）、地方自治体等全ての関係者が、コンテナ重量

測定の実現に参画している。警察もトラックの過荷重積載の確認に積極的に関与して

いる。パトロールの警察官にとっては、コンテナの過荷重の影響が港湾のインフラよ

り、むしろ道路インフラへの影響を低減する目的のため、一般道路や高速道路での運

送を厳格に監視する必要があった。 

 

(3) IMOとの関係（SOLAS条約 Chapter VI、Part Aの改定） 
 現在行われている IMO DSCの議論とは関係なく、米国国内法である「29 CFR 1917.71

－OSHA」に準拠して実施している。 

 
(4) 責任官庁・機関 

 ロサンゼルスのコンテナ・ターミナルにおいては、市の機関である POLAおよび POLB
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が責任監督機関となり、主として輸出コンテナの重量測定の初期費用を負担するなど、

コンテナ重量測定の拡充を図っている。 
 
(5) 実施体制 

 POLA、POLB がコンテナ重量測定の初期導入費用を負担し、ターミナル・オペレータ

ーが測定機器の設置、設置後の運営および維持管理に関する全ての運営および管理費

用を負担する実施体制となっている。 

 ロサンゼルス港では、POLAが初期導入費用を負担し、ターミナル・オペレーターであ

るWBCTと TraPacが運営と保守の費用を負担している。 

 ロングビーチ港の例では、ターミナル・オペレーターの ITS が、コンテナ重量測定機

器と設置場所を POLBから借り受けている。 

 ターミナル・オペレーターは、自費でコンテナ重量測定機やシステムをアップグレー

ドし、独自の判断で測定器を導入することができる。 

 
(6) 機械費用および設置費用の額とその負担者 

 初期における計測システムの導入時には、機械およびその設置費用は POLA および

POLBが負担した。 

 ただし、その後の機器のアップグレードや新重量測定システムの導入費用は、ターミ

ナル・オペレーター（または、「Stevedores」ともいう）が負担している。 

 測定機器の費用については、測定機器の型番、レーン数の違いによる台数効果等もあ

り、正確に掴めてはいないが、一つの目安として、あるターミナルでの例では、Pit Type 

Scaleで最大 100,000USドル/レーン程度ということである。ただし、この費用に、設置

費用が含まれているかどうかは不明。 

 
(7) 測定運営およびメンテナンス費用の額とその負担者 

 コンテナ重量測定の運営および構成機器、システムのメンテナンス費用は、ターミナ

ル・オペレーター（Stevedores）が負担している。 

 メンテナンス費用について、あるターミナル・オペレーターの例では、4半期毎に行わ

れるメンテナンス費用が年間約 4,000 ドル、更に 4 年毎に 40,000 ドルのメンテナンス

費用が必要ということである。これがターミナル・オペレーターのメンテナンスに関

する費用負担となる。 

 他のターミナル・オペレーターには、メンテナンス費用の負担低減を求め、POLAと交

渉をしているところもある。 

 
(8) 申請重量と計測結果に大きな食い違いがあった場合の取扱方法 

 コンテナ情報の申請重量が実測値と異なる場合の対応は、ターミナル・オペレーター

の裁量に委ねられている。しかし、POLAとしては、過荷重と判定されたコンテナは船
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舶に積み込まれるべきではなく、船会社は荷送人または荷受人にその旨を通知し、船

会社の取るべきアクションが連絡されるまで、トラック上に留置くように指導してい

る。 

 ターミナル側の対応は、ターミナル・オペレーターによって多少異なる。例えばコン

テナ申請重量と実測値が異なれば、ターミナル・オペレーターによってはコンテナの

受入拒否、すなわち持ち帰りを指示する場合もあり、申請重量の異なるコンテナおよ

び偏荷重のあるコンテナについては荷役機械の荷重計で計測し、更にヤード内の機器

で計測後、定格荷重以内であればそのまま通常の輸出コンテナと同じ扱いをするなど、

対応が異なっている。 

 
(9) 計測結果が大きく超過していた場合の取扱方法 

 POLAもターミナル・オペレーターも異口同音に、ターミナルに運びこまれるコンテナ

がトラックで道路運搬される場合には、極端な過荷重は殆ど生じないと述べている。

この理由は、道路を通行するコンテナ・トラックには、重量測定ステーションに行く

ことが義務付けられていること、パトロール警察が厳密な監視を行っていること、更

に、コンテナの過荷重が発見された場合には重い罰金が課せられることなどが根拠で

ある。 

 申請重量よりも大きく超過した過荷重コンテナに対しては、船会社は全ての費用を顧

客に請求できる条件で、過荷重の貨物を別のコンテナに積み替えが可能である。 

 搬入ゲートにおいて、大きく重量超過と判定されたコンテナは、ターミナル内への搬

入を認めないターミナル・オペレーターもある。 

 
2. 技術的事項についての情報収集 
 
(10) 測定場所 

 POLAの場合、コンテナ重量測定場所はターミナルごとに決定されるということである

が、今回調査したコンテナ・ターミナルでは搬入ゲートで測定が行われていた。 

 WBCT、TraPac、ITSでは、コンテナ搬入ゲートの手前で測定が行われている。（Inbound 

Lineにて測定） 

 

(11) 測定機器 
 トラック・スケール（ピット方式：上面はコンクリートデッキ、ピット内に電動のト

ラック・スケールを設置）で測定を実施。 
 使用されていた測定機器の例としては、 
① Fairbanks Pit Type Scales（約 45.4トン仕様） 

②  Metler Toledo、IDCN version、3ロードセル・タイプ、など 
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(12) 測定台数 
 ターミナルによって異なる。 
＜WBCTの場合＞ 

 Inboundは 16レーンを有し、そのうち No. 1～5 レーンでコンテナの重量測定を実施し

ている。また、Outbound は 13 レーンであるが、Outbound レーンではコンテナの重量

測定は行われていない。 

＜ITSの場合＞ 

 Inboundレーンの 10レーン中、8レーンでコンテナの重量測定が実施されている。 

 ゲートの監視室には 6名の監視人が常駐し、全てのレーンを分担して監視する。 

 
(13) 機器選定基準 

 現在の測定システムは、ロードセル方式であり、1スケール当たり 8～11ロードセルと
なっている。 

 
(14) 測定方法（偏心荷重を含む） 

 WBCT における現状の測定方法はトラック・スケール方式であるが、現在のシステム

では偏心荷重を検出することは出来ないため、アンバランス量も検出できるWIM式へ

の変更が計画されている。 

 

 (15)  測定コンテナ（輸出、輸入およびトランシットとその比率） 

 輸出コンテナに対し、重量測定を義務付けている。 

 ITSでは全てのコンテナに対して重量測定を実施し、TraPacでは空コン以外の全てのコ

ンテナに対して重量測定を実施している。 

 WBCTでは、現時点において、輸出コンテナを対象として重量測定を実施している。 

 

(16) 測定精度 

 測定精度は、測定機器の精度によって異なるが、各ターミナルとも概ね 98%程度（±2.0%

の意味）となっている。 

 WBCTでは、新しくWIMシステムの導入により、98%以上の精度の向上を期待する。 

 

(17) 測定時間 

 コンテナ重量測定自体は数分程度。 

 ゲートを通過する時間を実測してみると数分から 9 分程度となっている。これは、ト

ラックのドライバーの確認、車両の登録情報の確認、搬入コンテナの行先指示書（船

に積み込むための輸出積付場所の指示書）の出力待ちなどに時間が掛かるためである。 

 

(18) データ処理方法 
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 コンテナ重量は、シャーシの前後の車軸負荷を測定し、そこからシャーシの重量を引

き算する方式によって算定される。シャーシの重量は予めシステムに登録されている。 

 なお、三軸シャーシのような特殊シャーシの場合には、必要に応じ、ゲートの係員が

トラックのドライバーに必要項目を要求する。 

 測定されたコンテナ重量は、コンテナ情報の電子データ 1 つとしてオフィス（システ

ム）に電子通信される。 

 

(19) データ伝達および受取方法 

 コンテナ重量の測定結果は、ゲートから TMSにデータが逐一転送・保存され、コンテ

ナ情報に記録される。これを基に本船積み付けプランが作成される。一方で、事前に

送られてきたデータ（「コンテナ貨物搬入票」の記載値＝BL データ）の重量情報は上

書きされない。コンテナ情報とコンテナ貨物搬入票の重量データは、それぞれ別個に

存在することになる。 

 WBCTが新たに導入するWIMシステムは、コンテナとトラックの総重量を測定する計

量器と、コンテナを運搬しているトラックの車両番号より車両重量を知る（トラック

の車両番号と車両の重量データはシステムに登録済み）光学式文字読取装置（Optical 

Character Reader：OCR）から構成されるシステムである。また、コンテナ情報を検出

（コンテナ情報より、コンテナの自重を認識）する無線 IDタグ検出（Radio Frequency 

Identification：RFID）技術も取り入れられる予定である。 

 

(20)  キャリブレーションおよびメンテナンス方法 

 ターミナル・オペレーターによって異なる。 

 ITSでは毎年 1回、測定器のメンテナンスを実施している。 

 TraPac では精度を確保するため、毎日、測定器のゼロ設定（スケールのゼロ設定）を

実施する。メンテナンスは設置後 6ヶ月後、36ヶ月後、54ヶ月後に行われている。 

 WBCTでは第 3者としてのベンダーが、測定器のメンテナンスと校正を行っている。 

 

(21)  キャリブレーションおよびメンテナンスの実施者 

 上記のベンダーが、測定器の校正とメンテナンスを担当している。 

 

3. 不具合発生時の対応 

 

(22) 事例 

＜ターミナルの事例として＞ 

 事例としては、＜ロードセルの故障＞、＜ロードセル受信機の故障＞、＜コントロー

ラボードの故障＞他が考えられる。対応策としては、速やかに測定器を停止し、ベン

ダーによる故障箇所の発見、修理、そして復旧となる。 
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4. 技術開発動向 

 

(24) 技術面 

 WBCT では、これまでのコンテナ重量測定システム、コンテナを搬入するトラックを

一度静止させ重量を計測するシステムから、トラックを止めないで計測が可能な WIM

システムへの変更を実施中である。 

 測定精度の向上も同時に検討されている。 

 

(25) 国の基準・仕様 

 測定方法および測定機器の選定等は、ターミナル・オペレーターに一任されている。 

 

(26) 今後の動向 

 WBCTの情報では、新たに導入しようとしているWIMシステムの費用は、USD250,000 

～300,000（3WIMスケール用）程度である。 

 TraPac では、8-11 スケールの新システムが、近々（約 2 ヶ月程度で）オンラインとな

る予定で、現在のところWIMの導入は検討していない。 

 

5. その他、コメント等 

 道路パトロールの警官がトラックの過荷重チェックに専念しているため、米国ではコ

ンテナ重量が上手く管理されている。（POLAの代表者） 

 トラックのドライバーは、Weigh Station での重量測定が義務付けられている。また、

Weigh Stationも州全体に数多く設置されている。 

 ターミナルによっては、今後導入される予定のWIM方式に合わせて、計測データの高

速化を図るシステム改善を検討している。 
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6. 調査の写真 
 

WBCTターミナルゲート（2013年 6月 24日） 

  

写真 3.1-1輸出コンテナ重量測定場所 写真 3.1-2 トラックへの行先指示票出力 

  

 

 

写真 3.1-3 コンテナ重量測定後の 

行先指示票受領待機 

写真 3.1-4 コンテナ重量測定ピット 

 
ITSターミナルゲート（2013年 6月 24日） 

  

写真 3.1-5 コンテナ重量測定場所 写真 3.1-6 コンテナ重量測定後の 

結果＆行先指示標出力 
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写真 3.1-7 コンテナ重量測定ピット 

（ピット内にロードセルが設置） 

写真 3.1-8 コンテナ重量演算制御室 

（ロードセルデータよりコンテナ重量を演算） 

 

ITSターミナルゲート（2013年 6月 24日） 

  

写真 3.1-9 ゲート監視室 輸出コンテナ情

報、搬入トラック情報の確認 

（コンテナ重量表示パネルにて測定重量を表示） 

写真 3.1-10 ゲート監視室モニター 

（搬入トラックの受付・コンテナ測定重量の確認）

  

  
写真 3.1-11 ゲート監視室 外来シャーシ・

ドライバーの確認、搬入コンテナ情報の確認 

（搬入コンテナの行先指示票を発行） 

写真 3.1-12 ゲート監視室全景 

（奥がゲート監視室：モニターとマイクにより搬入

シャーシとコンテナ情報を確認） 

コンテナ重量の測定値を重量
表示パネルとモニターに表示 
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TraPac（2013年 6月 24日） 

  

写真 3.1-13 コンテナ重量測定場所 写真 3.1-14 コンテナ重量測定場所 

  

  
写真 3.1-15 コンテナ重量測定後の 

結果＆行先指示票出力 

写真 3.1-16 コンテナ重量測定後の 

結果＆行先指示票出力 
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7. 測定ヤード位置図 
 
＜ITSの場合＞ 

 コンテナ重量の計測場所を下図に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1-1 測定ヤード位置図（コンテナ重量測定場所） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1-2 測定ヤード詳細位置図（コンテナ重量測定場所） 

 

コンテナ重量測定場所 

コンテナ重量測定場所 
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3.2 豪州、シドニー港事例 
 
1. 制度面に関する現状把握 
 
(1) 国内法（準拠法） 

  豪州のニューサウスウエールズ州（以下、「NSW」または「NSW 州」とする）の州

法「Traffic Law NSW」に含まれる「The Road Transport (General Act 2005)」に準拠する。

関係部局としては、NSWの運輸省内の「Roads and Maritime Services（以下、「RMS」と

する）」が当たる。この RMSは、以前の「Roads and Traffic Authority: RTA」が改称され

たものである。 

  実施のための＜Instruction＞としては、RMSによる「Standing Instruction」がある。こ

れは略称として「RMS Legislation」と呼ばれる。また＜Notice＞としては、同じく RMS

による「Notice to All Drivers」がある。 

 
(2) 背景 

 ボタニー（Botany）港から一般道で運搬される輸入コンテナの重量オーバーが、オース

トラリアの NSW州では長年に亘り問題となっていた。これは、インフラ構造物に対す

る影響ばかりではなく、道路の摩耗、ひいてはメンテナンス費用および更新コストの

増大の起因となる問題でもあり、さらには、コンテナ輸送に関係する全ての人々に対

する安全面からも憂慮されるべきものであった。 

 この問題に対処すべく、RMS はシドニー港（ボタニー港）から一般道でコンテナを運

搬する重量超過コンテナ車両の数を特定すべく、強化作戦を定期的に実施した。その

結果、2010年 8月から 2011年 3月おける 3回のサンプル検査では、平均 17 ％の重量

超過違反車両が特定された。 

 なお、ターミナルにおける Weigh-in-motion 重量計測機（以下、「WIM」または「WIM

計測機」とする）によるコンテナ重量測定が導入された以後の定期検査では、この値

（17%）が 10 %までに減少したと報告されている。 

 
(3) IMOとの関係（SOLAS条約 Chapter VI、Part Aの改定） 

 現在行われている IMO DSCの議論とは関係なく実施。（RMS） 

 
(4) 責任官庁・機関 

 Sydney Ports（当時のシドニー港湾局）は、本件に対処するため、以下の関係機関と協

議および研修会を重ねた（英語名で記述）。 

 RMS 

 Office of the Minister for Roads and Ports 

 Australian Customs and Border Protection Service 
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 Customs Broker & Forwarder Council of Australia (CBFCA) 

 Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) Biosecurity 

 Australian Truck Association NSW 

 Container Freight Station (ACFS, Patrick Port Logistics, QUBE Logistics, WSI 

International, Sydney Sideloaders and VISA Global Logistics) 

 Shipping Australia Limited 

 DP World（ターミナル・オペレーター） 

 Patrick（ターミナル・オペレーター） 

 Hutchison Port Holdings（ターミナル・オペレーター） 

 
(5) 実施体制 

 関係者との協議の結果、ターミナル・オペレーター（以下、シドニー港で表現される

「Stevedore」または「Stevedores」とする）が、それぞれのターミナルに WIM 計測機

を設置し、コンテナの重量測定を実施することが同意された。 

 
(6) 機械費用および設置費用の額とその負担者 

 Stevedoresが負担する。 

 
(7) 測定運営およびメンテナンス費用の額とその負担者 

 Stevedoresが負担する。 

ただし、検査費用については； 

 調査実施時点（2013年 10月）現在で、検査を実施しているのは、Patrickターミナルと

DP Worldターミナルの 2 Stevedoresである。 

 両ターミナルにおける検査費用は、実入り輸入コンテナ 1個当たり、A$ 5.00＋GSTで

ある。なお、この金額は、Sydney Portにより承認されたものである。 

 各 Stevedore は、この費用を船会社（Shipping Line）に請求し、船会社は輸入業者

（Importers）に請求することになる。 

 各 Stevedoreが負担した機器設置費等の初期費用も、最終的には、これで回収できると

考えられている。 

 詳細は後述するが、測量結果がMinor（0～5%超過）および Substantial（5%から 20%超

過）である場合、対応が可能な CFSにおいて重量超過の原因を修正し、その CFSにお

いて、対象コンテナの再計量することが求められる。この再検査費は、それぞれの CFS

に委ねられ、関係者にとっては追加料金となる。 

 Severe（20%以上超過コンテナ）と判定された場合は、ヤード内においてコンテナの積

み下ろし、積み込み等の更なる追加料金が発生し、この金額は運送業者（Transport 

Operator）から徴収される。もし責任が運送業者に無い場合は、輸入業者（Client）が

それを支払うことになる。 
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(8) 申請重量と計測結果に大きな食い違いがあった場合の取扱方法 

 実際にWIM測定機で測定された値が優先される。申請書類に明記された値は重要視さ

れていない。 

 
(9) 計測結果が大きく超過していた場合の取扱方法 

 全体重量および軸重量に関し、超過重量がMinor（0%～5%）と Substantial（5%～20%）

と判定された場合は、（超過重量コンテナを調整するため）指定された CFSにトレーラ

ーは向かうことになる。その際に通過できる一般道は、RMSが指定したルート（RMS 

Prescribed Route）のみが許可される。また代案としては、ターミナル内にある鉄道輸送

も使用することができる。 

 その指定 CFS でコンテナ重量を再調整の後、CFS にある計測機または公設の計測機

（Public Weighbridge）で再計量し、許容内であることが確認されなくてはならない。 

 Severe Mass Breach（20%以上超過）の場合、運搬全コンテナまたは対象コンテナを撤

去しない限り、搬出用トレーラーはターミナル（ヤード）を出ることができない。 

 上記に関し、トレーラーが複数のコンテナを運搬している場合、Patrick ターミナルで

は、運搬中の全てのコンテナを積み下ろす必要があり、トレーラーは空荷でターミナ

ルから出ることを求められる。再度のコンテナ搬出手続きは、最初からやり直しとな

る。一方、DP Worldのターミナルでは、ドライバーの判断で、積み下ろすコンテナを

決めることができる。その後に再計量し、結果が許容内であれば、そのままターミナ

ルから搬出できる。ただし結果によっては、空荷でターミナルを出る可能性もある。 

 上記の重量超過コンテナは、ターミナル内に再蔵置され、運搬が可能なトレーラーを

待つことになる。 

 
2. 技術的事項についての情報収集 
 
(10) 測定場所 

 シドニー港（ボタニー港）では、輸入コンテナを検査するためのWIM計測機は、各タ

ーミナルの出口ゲート近傍に設置されている。 

 
(11) 測定機器 

 WIM 計測機は、コンテナを搭載し、通過するトレーラーの全体重量および各軸荷重を

測定することが可能である。トレーラーが静止することなく計測ができる、という利

点がある。 

 （参考として）RMSは NSW州内に、WIM計測機のみならず、（静止荷重を測定する）

ウエイ・ブリッジ（Weigh Bridge）またはトラック・スケール（Truck Scale）計測機も

数多く所有し、多用途に供している。 
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(12) 測定台数 
＜DP Worldターミナルの場合＞ 

 WIM計測機は、3レーンに設置（3基）。2レーンは標準トレーラー用であり、残りの 1

レーンは OOG/B用のダブルレーンである。この 3レーンで、全ての輸入コンテナの計

測が可能である。 

 

＜Patrickターミナルの場合＞ 

 WIM計測機は、4レーンに設置（4基）。ただし、レーンは全部で 5レーンあり、WIM

が無いレーンはバイパスであり、空コンテナ用、X-ray Scanningコンテナ用、および輸

出コンテナ用に用いられる。 

 4基で、全ての輸入コンテナに対応できる。 
 
(13) 機器選定基準 

 以下に、各ターミナルが使用しているWIM計測機のメーカー名を記述。 

 「ACCUWEIGH社製」（DP Worldターミナル） 

 「METTLER TOLEDO社製」（Patrickターミナル） 

 Hutchison Ports Holding新ターミナルは現在の工事中であり、稼働はしていないが、

DP Worldと同一の「ACCUWEIGH社製」のWIMを導入し、コンテナ重量測定を

実施する予定である。 

 
(14) 測定方法（偏心荷重を含む） 

 測定をより正確にするために、WIMへの進入制限速度は、各ターミナルとも、5.0 km/hr.

以下に設定されている。 

 WIM による計測は、完全自動化（無人化）されている。ドライバーには、すべての軸

荷重およびコンテナ全体重量（Gross Weight）を印字した測定結果票が発行される。 

 WIM計測機には、（RNSによって設定された）トレーラー別の荷重の「General Mass Limit

（GML）」が設定されており、それを超過した場合、その違反を表示する設定がなされ

ている。 

 違反基準は、以下の 3カテゴリーが規定されている。 

① Minor：  （0～5%超過） 

② Substantial：（5～20%超過） 

③ Severe：   （20%以上超過） 

 
＜DP Worldターミナルの場合＞ 

 DP Worldターミナルでは、Minorまたは Substantialの場合、WIM施設の終端に設置さ

れた電光表示版で、超過コンテナを調整するために、RMSによって指定された 6ヵ所
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の CFSの内の一つに進むように指示が出る。 

 Severeの場合は、どのコンテナを残し、または積み下ろしするか否かの判断が、ドライ

バーに委ねられる。ターミナル自身がそのコンテナを判定し、ドライバーに強制する

ことはない。 

 測定結果の判定は、Green（基準内）、Orange（0～20%の範囲での超過）、および Red（20%

以上の超過）の信号で示される。 

 
＜Patrickターミナルの場合＞ 

 DP Worldターミナルと同様に、Minorまたは Substantialの場合、WIM施設の終端に設

置された電光表示版で、超過コンテナを調整するために、RMS によって指定された 6

ヵ所の CFSの内の一つに進むように指示が出る。 

 Severeの場合は、（トレーラーの搭載している）すべてのコンテナを積み下ろすことが

求められる。 

 
(15)  測定コンテナ（輸出、輸入及びトランシットとその比率） 

 シドニー港（ボタニー港）の場合は、すべての輸入コンテナが対象。 

 
(16) 測定精度 

 98.0%～102.0%（±2.0%の意味）。（Patrickターミナル） 

 
(17) 測定時間 

 一般情報であるが、WIM 装置の純粋な計測時間は、15～20 秒とされている。（現場の

観測でも、この点は確認できた） 

 ただし、測定のために必要なプロセス全体の時間は、Patrick ターミナルは、6 分程度。

DP Worldターミナルの場合は、12分程度である。Sydney Portsでは、この所要時間の

平均を、8分として正式に発表している。 

 
(18) データ処理方法 

 ターミナルを出る全てのトレーラーと測定にMSIC（IDカードであるMaritime Security 

Identification Card）を提示するドライバーの詳細は、WIM計測器に記録されると共に、

測定記録結果票にも印字される。なお RMSは、必要な場合はいつでも、この情報を取

得することが可能。また、Australian Customs and Border Protection Serviceも、コンテナ

の検証等に関連し、この情報を受け取ることができる。ただし、RMS の場合は、指示

書（Direction to Produce）の発行が、情報を受け取るための条件である。 

 
(19) データ伝達および受取方法 

 RMSによる電子データの送信システムは確立されていない。上記のように、RMSは正
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式の書面による請求で、データが取得できる。 

 
(20)  キャリブレーションおよびメンテナンス方法 

 DP Worldおよび Patrickの両ターミナル共に、WIM計測機のメーカーによって、キャリ

ブレーションおよびメンテナンスが実施されている。 

 
(21)  キャリブレーションおよびメンテナンスの実施者 

 上記と同様であるが、政府基準に適合することが必要とされる。 
 
3. 不具合発生時の対応 
 
(22) 事例 

 上記にも関連するが、正しい測定結果を得るためには、以下の事柄が必要であり、ド

ライバーに徹底している。（DP World） 

 急発進、急停車の禁止 

 低速、高速走行の禁止（5.0 km/hr.の遵守） 

 WIM計測機内での正しいポジショニング 

 
<実施例> 

 2例として、DP Worldターミナルにおける実施初期の実績と Patrickターミナルの月間

事例を以下に示した。 

 
事例 1 DP Worldターミナルの初期の計測実績 

Green Light (within Limit) 584 truck 69.2 % 

Orange Light (Minor/Substantial Breach) 236 truck 28.0 % 

Red Light (Severe Breach) 5 truck 0.6 % 

Bad Read 19 truck 2.3 % 

Total 844 truck 100.0 % 

 

事例 2 Patrickターミナルの 2013年 3月のデータ 

Total Visits (excluding Super B-doubles) 11,473 100.0 % 

Unique regos 1,364 11.9 % 

Total vehicles that should have gone to CFS (Minor – Sub.) 1,437 12.5 % 

Total vehicle with Severe 118 1.0 % 

Total number breaches (can be greater than 1.0 per vehicle) 1,864  

 
4. 技術開発動向 
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(24) 技術面 

 将来日本の港湾において、コンテナ重量測定が実施されることを前提に協議を行った。

要は、港湾内での計測用地確保の難しさの観点と物流への影響を如何に少なくするか

という視点からのアプローチである。この点に関しては、WIM 計測機の優位性が、訪

問した Patrick、DP Worldの両ターミナルおよび RMSでも指摘されている。ただし、コ

ンテナ吊り上げ機器による測定精度の向上があれば、それも検討する必要があること

が RMSでは言及された。 

 
(25) 国の基準・仕様 

 質問から多少は逸脱するが、RMS が指摘した大きな問題としては、CFS への行先指示

を遵守しないトレーラーの捕捉の困難さと、その重量超過トレーラーの市内通行への

対処が挙げられた。（RMS） 

 さらに、コンテナ内部の積荷の問題も指摘された。超過コンテナの原因となる積荷の

検証方法の確立と、正しいパッキング方法の実施である。（RMS） 

 
(26) 今後の動向 

 将来は、輸出コンテナにも WIM計測が実施される可能性がある。その場合の WIM計

測機の設置は、RMSが行うべきである。（Patrick） 

 輸出コンテナおよび鉄道輸送コンテナに対する計測は、計測機器を装備したストラッ

ドル・キャリアおよびリーチ・スタッカーで実施されることも考えられる。（DP World） 

 将来の輸送コンテナの計測は、Sydney Portsが実施すべきであろう、との意見が述べら

れた。（DP World） 

 
5. その他、コメント等 
 

 計測の実施には、関係者・機関の調整と協力が不可欠である。（RMS） 

 導入と管理には、法律に基づいた、実施基準の必要性という難しさが伴う。（RMS） 
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6. 調査の写真 
 

Patrickターミナル（2013年 10月 9日） 

  

写真 3.2-1 WIM進入前指示表示板 写真 3.2-2 WIMへの進入状況 

  

 

写真 3.2-3 WIM測定版 写真 3.2-4 MSICの掲示と測定結果受領 

  

 

写真 3.2-5 結果に対する注意書 写真 3.2-6 結果表示パネル 
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写真 3.2-7 WIM出口 

 

 

 写真 3.2-8 結果票 

 

DP Worldターミナル（2013年 10月 9日） 

 
写真 3.2-9 WIMへの進入状況 写真 3.2-10 結果票発給 Kiosk 

  

 

写真 3.2-11 結果表示ライト（Blue） 写真 3.2-12 結果表示ライト（Orange） 
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写真 3.2-13 WIM出口から見た全景  

 

 写真 3.2-14 結果票 

 

Hutchison Ports Holding新ターミナル（2013年 10月 10日） 

 

 

写真 3.2-15 WIM設置場所の施工状況  
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7. 測定ヤード位置図 

 

 

図 3.2-1 測定ヤード位置図（シドニー港） 

DP World Terminal 

Gate 

WIM Yard 

Patrick Terminal 

Gate 

WIM Yard 
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3.3 国内事例、大井計量所（参考） 
 

1. 国内におけるコンテナ重量の測定状況 

 

我が国のコンテナ重量測定は、通関や商取引などに利用することを目的とした計量証明

の事業として行なわれてきた。 

計量証明の事業とは，質量，面積，濃度，音圧レベル，振動加速度レベルなどに係る物

象の状態の量を、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明する事業であり、

これらの計量証明の事業を行おうとする者は、計量証明する事業の区分に従い、事業所ご

と、その所在地を管轄する都道府県知事の登録（計量法第 110条）が要件となっている。 

 

一般社団法人日本海事検定協会（NKKK）は、計量法第 110条に基づく計量証明を東京大

井埠頭ならびに神戸ポートアイランドで行っている。 

 

2. 調査の写真 

 
NKKK大井計量所の写真（2013年 5月 29日） 

 

写真 3.3-1 計量室 写真 3.3-2 計量ヤード全景 

  

 

写真 3.3-3 計量結果の表示 写真 3.3-4 計量結果の表示 
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写真 3.3-5 計量手順 1 

（コンテナ搬入） 

写真 3.3-6 計量手順 2 

（ヘッドの取り外し） 

  

  

写真 3.3-7 計量手順 3 

（計量） 

写真 3.3-8 計量手順 4 

（ヘッドの取り付け） 
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第四章 諸外国におけるコンテナ重量測定に係る制度等の現状把握・整理 
 

4.1 法制度 

 

 ロサンゼルス港およびロングビーチ港では、連邦法の「OSHA 29CFR 1917.71 Terminal 

Handling Intermodal Containers or Roll-on Roll-off Operations」に準拠し、管轄港湾局の指導の

下、各コンテナ・ターミナルにおいて＜輸出コンテナ＞の重量測定が実施されている。 

 

シドニー港の場合は、ニュー・サウス・ウエールズ（NSW）州の州法「Traffic Law NSW」

に含まれる「The Road Transport (General Act 2005)」に準拠して、＜輸入コンテナ＞に対して

重量測定が実施されている。 

監督関係部局としては、NSWの運輸省内の Roads and Maritime Services（RMS）が当たる。

ただし、現在の RMSは、Roads and Traffic Authority（RTA）と改称されている。実施のため

の「Instruction」としては、RMSによる「Standing Instruction」があり、これは略称として「RMS 

Legislation」と呼ばれる。また「Notice」としては、同じく RMSによる「Notice to All Drivers」

がある。 

 

4.2 実施体制・施設整備 

 

ロサンゼルス港およびロングビーチ港の場合は、それぞれロサンゼルス港湾局（Port of 

Los Angeles：POLA）およびロングビーチ港湾局（Port of Long Beach：POLB）の指導の下、

各ターミナル・オペレーターが計測を実施している。また実施関係者としては、各種港湾・

運送労働者、外洋航行船装置管理組合等が関与する。 

ロサンゼルス港では、POLAが初期導入費を負担して施設整備がなされた。ロングビーチ

港でも同様に、POLBによって施設整備がなされ、ターミナル・オペレーターである ITSが、

その施設と重量測定機を借り受けるという体制になっている。 

 

シドニー港では、RMSの指示の下、シドニー港湾局（Sydney Ports）が関係者との度重な

る協議を行い、ターミナル・オペレーターが、それぞれのターミナルに Weigh-in-motion

（WIM）計測器を設置し、コンテナの重量測定を実施することが同意された。なお、Sydney 

Ports としては、本件に対処するため、これらの関係機関とは、上記の協議の他、研修会を

重ねた上で実施を決めた。 

 

4.3 測定結果に対する行政措置、物流業者における対応措置 
 

 実入りコンテナの申請重量と計測結果に大きな食い違いがあった場合、ロサンゼルス港

およびロングビーチ港では、その対応がターミナル・オペレーターの裁量に委ねられてい
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る。 

しかし、POLAとしては、過荷重と判ったコンテナは船に積み込まれるべきではないと判

断し、船会社は、荷送人または荷受人にその旨を通知し、船会社の取るべきアクションが

連絡されるまで、船積みを中止すべきであると指導している。ただし、ターミナル側の対

応は、各ターミナル・オペレーターによって多少異なる。ターミナルによってはコンテナ

の受入を拒否し、すなわち持ち帰りとなる場合もあり、また他のターミナルでは、申請重

量の異なるコンテナや偏荷重のあるコンテナについては荷役機械の荷重計で再計測し、更

にヤード内の機器で計測後、定格荷重以内であればそのまま通常の輸出コンテナの扱いと

同じとなる場合もある。 

 また、計測結果が大きく超過していた場合の取扱方法に関しては、POLAもターミナル・

オペレーターも異口同音に、ターミナルに運びこまれるコンテナがトレーラーで道路運搬

される場合には、極端な過荷重はめったに起こらないと述べている。これは、道路を通る

トレーラーは、通常、重量測定ステーションに行くことが義務付けられており、パトロー

ル警察が厳密な監視を行い、更にはコンテナの過荷重が発見された場合には重い罰金が課

せられるためという理由である。 

 

 シドニー港では、申請重量と計測結果に大きな食い違いがあった場合、実際にWIM計測

器で測定された値が優先され、申請書類に明記された値は重要視されていない。実際の計

測結果がすべての判断基準で、輸送許容値を大きく超過していた場合の取扱方法が詳細に

規定されている。 

全体重量および軸重量に関し、超過重量が Minor（0%～5%）と Substantial（5%～20%）

と判定された場合は、超過重量コンテナを調整するため、RMS によって指定されている

Container Freight Station（CFS）にトレーラーは向かうことになる。その際に通過できる一般

道は、RMSが指定したルート（RMS Prescribed Route）のみに限定される。 

その CFS でコンテナ重量を再調整の後、CFS にある計測器または公設の計測器（Public 

Weighbridge）で再計量し、許容内であることが確認されなくてはならない。Severe Mass 

Breach（20%以上超過）の場合、運搬全コンテナまたは対象コンテナを撤去しない限り、搬

出用トレーラーはターミナルを出ることができない。 

 上記に関し、トレーラーが複数のコンテナを運搬している場合、Patrick ターミナルの場

合は、運搬中の全てのコンテナを積み下ろす必要があり、トレーラーは空荷でターミナル

から出ることを求められる。再度のコンテナ搬出手続きは、最初からやり直しとなる。 

一方、DP Worldのターミナルでは、ドライバーの判断で、積み下ろすコンテナを決める

ことができる。その後に再計量し、結果が許容内であれば、そのままターミナルから搬出

できる。ただし結果的によっては、空荷でターミナルを出る可能性も有り得る。この場合、

重量超過コンテナは、ターミナル内に再蔵置され、運搬が可能なトレーラーを待つことに

なる。 
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4.4 施設整備および運営に関する支援措置、費用負担 

 

ロサンゼルス港およびロングビーチ港では、POLA、POLB がコンテナ重量測定の初期導

入費用を負担し、ターミナル・オペレーターが測定機器を各自のターミナルに設置し、設

置後の運営、維持管理を行い、そのための運営費および管理費用も負担している。その後

の測定機器のアップグレードや新重量測定システムの導入費用もターミナル・オペレータ

ーが負担する。さらに、コンテナ重量測定の運営および構成機器、システムのメンテナン

ス費用もターミナル・オペレーターの負担である。 

 

 シドニー港の場合、機器費用および初期設置費用は、ターミナル・オペレーターが負担

した。測定運営費およびメンテナンス費用も同様である。 

ただし、測定検査料金（一回当たり A$ 5.00＋GST）については、ターミナル側は船会社

（Shipping Line）に請求し、船会社はさらに輸入業者（Importer）に請求する、というシス

テムが取られている。 

また前 4.3項で記述したように、測量結果が Minor（0～5%超過）および Substantial（5%

から 20%超過）である場合、それに対処できる CFSで重量超過の原因を修正し、（その CFS

において）再計量することが求められる。この再検査費は、それぞれの CFS に委ねられ、

関係者にとっては追加料金となる。さらに、Severe（20%以上超過コンテナ）と判定された

場合は、コンテナの積み下ろし、積み込み等の更なる追加料金が発生し、この金額は運送

業者（Transport Operator）から徴収される。もし責任が運送業者に無いと判定された場合は、

輸入業者（Client）がそれを支払うことになる。 
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第五章 諸外国におけるコンテナ重量測定に係る技術的事項に関する現状把

握・整理 
 
5.1 測定手法、精度、処理能力 
 
 ロサンゼルス港およびロングビーチ港では、各ターミナルにおいて、トラック・スケー

ル（Truck Scale）によるコンテナ重量測定が実施されている。ITSターミナルのように、空

コンテナ以外の全コンテナを対象にしている場合もあるが、WBCT のように、測定が義務

付けられている輸出コンテナのみを対象にしているターミナルが多い。測定ヤードの設置

位置の選定は、各ターミナルの判断に委ねられているが、多くはコンテナ・ゲートの近傍

に設けられている。 

 測定システムはロードセル方式であり、1トラック・スケール当たり 8～11個のロードセ

ルが使用されている。 

 コンテナ重量の算出は、シャーシの前後の車軸負荷を測定し、その値から予めデータ・

ベース化されているシャーシ重量を差し引くという手法が用いられる。 

 測定精度は、ターミナルすなわち測定機器の精度によって異なるが、概ね 98%程度（±

2.0%の意味）となっている。 

 測定時間に関しては実測であるが、一工程、数分から 9 分程度である。コンテナ重量測

定自体の純計量時間は数分であるが、トラックのドライバーの確認、車両の登録情報の確

認、搬入コンテナの行先指示書（船に積み込むための輸出積付場所の指示書）の出力待ち

等に手間が掛かる。 

WBCT では、コンテナ重量の測定方式を、現在のトラック・シャーシが静止状態で測定

する方式から、WIN計測方式へと変更することが計画されている。 

 

 シドニー港の場合は、各コンテナターミナルともWIM計測システムを使用。輸入コンテ

ナを測定対象にしているため、測定場所は各ターミナルの出口ゲートの近傍に設けられて

いる。 

より正確なデータの取得のため、コンテナ搭載トレーラーのWIM計測器への進入速度は、

5.0 km/hr.以下に設定されている。 

 WIM による計測は、完全自動化・無人化されている。ドライバーには、すべての軸荷重

およびコンテナ全体重量（Gross Weight）の結果を印字した結果票が、現場の Kioskから発

給される。なお測定のためには、ドライバーは各自の ID カードである Maritime Security 

Identification Card（MSIC）を機械読み取り機に提示する必要があり、ドライバーとトレー

ラーの詳細も結果票に印字される。 

 測定精度は、98.0%～102.0%（±2.0%の意味である）。 

 測定時間に関して、測定のために必要なプロセス全体の時間は、Patrick ターミナルは 6

分程度。DP Worldの場合は 12分程度である。Sydney Portsでは、この所要時間を平均 8分
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として正式に開示している。また一般情報であるが、WIM 計測器の純計測時間は 15～20

秒とされている。現場の観測でも、この点は確認された。 

 

5.2 測定データの整理・管理システム 
 

 ロサンゼルス港およびロングビーチ港の場合、コンテナ重量の算出は、シャーシの前後

の車軸負荷を測定し、そこからシャーシの重量を引き算する。シャーシの重量は予めシス

テムに登録されている。なお、三軸シャーシのような特殊シャーシの場合には、必要に応

じゲートの係員がトラックのドライバーに要目を要求している。測定されたコンテナ重量

は、コンテナ情報の電子データ一つとしてオフィス（システム）に電子通信される。さら

に、ゲートからターミナルのオフィス（ターミナルオペレーションシステム）に電子デー

タとして送信され、コンテナ船への積付プランにも使用される。 

 

 シドニー港の場合、電子データのターミナル外への送信システムは確立されていない。

ただし、RMS が計測データを必要とする場合は、正式の書面により、各ターミナルにその

データの提出を請求することができる。 

 

5.3 測定機器、手法に関する技術開発動向 

 

 ロサンゼルス港の WBCT では、トラックを一度停止させコンテナ重量を測定する従来の

測定方式から、WIM 方式への変更が計画され、実用化されつつある。また、今後の方針と

しては、現状の±2.0%程度の誤差の精度向上が考慮されている。つまり、IT を用いた WIM

システムの導入で、残り 2%の精度向上を目指している。 

 

 シドニー港では、将来日本の港湾にコンテナ重量測定が導入されることを前提に、狭い

港湾面積および物流への影響を低減するための技術開発動向に対する議論が行われた。

WIM 計測器の優位性が、各ターミナルおよび実施を制度面で管理する RMS においても指

摘された。ただ一方では、コンテナ吊り上げ機器による測定精度の向上が可能ならば、そ

れも検討に値する、との発言もあった。 

さらに DP Worldターミナルでは、輸出コンテナおよび鉄道輸送コンテナに対する計測は、

計測機器を装備したストラッドル・キャリアおよびリーチ・スタッカーで実施されること

も考えられる、との意見が提示された。 
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第六章 我が国におけるコンテナ重量測定に関する技術的導入の検討 
 

6.1 技術的導入の検討 
 

 この章では、コンテナ重量計測が今後日本に導入されることを前提に、測定方法、測定

時間および測定精度の 3 つの技術的視点から検討を行った。用地確保の難しさと共に、物

流への影響を極力少なくするための最適な方策を見つけ出すことに主眼を置いている。 

 

 ただし、前提として考えなければならないことは、何を目的としてコンテナ重量を正し

く測定する必要があるのか、という点である。IMOの DSCで行われた議論は、重量不明や

超過の実入りコンテナが海上輸送そのものの安全のみならず、海上輸送に係る船員や港湾

労働者およびサプライ・チェインに携わる全ての人々に危険をもたらす可能性があるとい

う安全上の問題を解決するためのものでもあった。 

この点に関しては、考え方として米国ロサンゼルス港およびロングビーチ港の事例が参

考になる。港湾局による計測の義務つけは、＜輸出コンテナ＞を対象としたものであり、

作業員とインフラを保護するためだけでなく、コンテナ・ヤード内および船舶への最適な

積み付け計画のために採用されたという背景を持つもので、IMO DSCでの議論に近い。 

 

一方、シドニー港の事例は、＜輸入コンテナ＞を対象としている。主に陸上輸送の面か

らの、人命およびインフラへの影響を考えてのものである。しかも、測定結果で重要なの

は、トラック車輪の軸重量（Axle Group Mass）とトレーラーの自重を含めた全体重量（Gross 

Vehicle Mass: GVM）の値である。 

 

2013年 9月の IMO DSC18での決定とそれに対する対応は、コンテナ船に積み込まれる前

の《全輸出コンテナ》が対象になると考えられる。よって、本章はこの点を前提として考

える必要がある。 

繰り返しになるが、ロサンゼルス港・ロングビーチ港の事例は、主に輸出コンテナの重

量測定であり、シドニー港のそれは、すべての輸入コンテナに対して行われている。 

 

１．測定方法 

 

 ロサンゼルス港およびロングビーチ港と大井計量所では、トラック・スケール式計測器

を使用している。 

 

 シドニー港では、全コンテナ・ターミナルにおける現在稼働中および設置工事中ともに、

すべて Weigh-in-motion（WIM）式の計測器を使用している。初期費用およびメンテナンス

費用等の詳細までは把握できず、この面での機種別の優劣判断はできないが、ドライブ・
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スルー式のWIM方式が、用地確保および物流への影響の視点から優位性があるのではない

かとの指摘が、シドニー港の Patrickおよび DP World両ターミナルと NSW州の Roads and 

Maritime Service（RMS）からなされている。また、ロサンゼルス港でもWBCTのように、

今後は WIM 導入を検討中のターミナルもあり、WIM 方式が今後は主流と成りつつある証

左ではないかと思われる。 

 

 ただし、コンテナ船の積み付け計画の安全性に主眼をおくと、コンテナの総重量と偏心

荷重が重要になる。この場合は、「3 次元位置測定装置の原理」を採用した大井計量所の例

が参考になり、トラック・スケール式が優位性を持っているとも考えられる。 

 

なお、車輪の軸重量まで正確に測定できることについてはWIM方式が優れている。これ

は前述したように、コンテナの総重量の把握が重要であるロサンゼルス港およびロングビ

ーチ港と異なり、道路等インフラへの影響を重視するシドニー港との発想の違いが大きく

反映されているものである。 

トラック・シャーシの重量を測定する方式として、トラックが一度停止し静止状態で測

定する方式とWIN計測方式があるが、これらの方式に採用される計測機器、計測システム

そのものの比較から 2 つの方式の優劣を述べることは難しい。これは、技術の急速な進歩

により、将来に亘ってどちらの方式が優れているかを判断することが出来ないためである。 

 

2. 測定時間 

 

 ロサンゼルス港およびロングビーチ港での調査結果では、重量測定の一工程が 9 分程度

となっている。シドニー港の場合は、この値が平均 8 分として正式に発表されている。な

お一般開示情報であるが、WIMの実計測時間は 15～20秒であり、トレーラーの導線を検討

することで、8分はまだ短縮できる可能性がある値ではないかと考えられる。この点からは

WIMが利点を持つのではないかと考えられる。実際にシドニー港のPatrickターミナルでは、

測定時間は 6分程度という回答を得た。 

 

3. 測定精度 

 

 現状では、ロサンゼルス港、ロングビーチ港およびシドニー港共に、精度の誤差は±2 %

という回答を得た。機械の進歩とキャリブレーションの精度で、この値は今後さらに小さ

くなると考えられる。よって、この面での導入に対する課題は小さいと判断できる。 

 

6.2 コンテナ重量測定のあり方（試算） 
 

 《年間 100万 TEUの実入り輸出コンテナ》を取り扱うコンテナ・ターミナルを仮定して、



平成 25年度 
諸外国におけるコンテナ重量の測定状況に関する調査 報告書 

第六章 

6-3 
 

WIMの必要台数および必要ヤード面積を試算した。 

なお 40ftと 20ftの割合は 1:1とする。平均必要導線を 80mし、一工程の測定時間は Patrick

ターミナルの実績 6分を採用した。なお測定効率は 0.9（仮定）とする。稼働時間は、24時

間 x 365日とした。 

 

＜WIMの必要台数＞ 

WIM一台当たりの年間検査コンテナ個数（box）は； 

（60分/ 6分）x 24時間 x 365日 x 0.9 = 78,840 box 

100万 TEUの全輸出コンテナの box数は； 

1,000,000TEU x (2/3) = 666,667 box 

よって、必要実WIMの台数は； 

666,667 box / 78,840 box = 8.5台 

 メンテナンスおよび故障を考えた予備台数を 1.5台見込み、＜必要台数は 10台＞となる。 

 

＜必要ヤード面積＞ 

 また、必要ヤード面積は、割増係数を 1.2と考えて； 

  5.0 m/レーン x 80.0 m x 10台 x 1.2 = ＜約 4,800 m2＞となる。 

 

 



1 
 

Questionnaire on Container Weighing System 

Subjects Answers Remarks 

1. Please provide details of the Container 
Weighing System from the Viewpoint of 
Institutional Aspects. 

  

(1) Domestic Legal Basis 
 

  

(2) Background of the Implementation 
 

  

(3) Relationship between your implementation 
scheme and movement of IMO DSC (revision 
of SOLAS Chapter 6) 

  

(4) Implementation Agency and Organization 
 

  

(5) Implementation Structure 
 

  

(6) Cost Bearer (Equipment Cost, Installation 
Cost, and Initial Cost etc.) 

  

(7) Cost Bearer (Operational Cost and 
Maintenance Cost etc.) 

  

(8) Procedure when there is a big discrepancy 
between the actual weight and the declared 
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weight 

(9) Procedure in case of severely overweight 
container 

  

 
 

  

2. Please provide details of the Container 
Weighing System from the Viewpoint of 
Technical Aspects. 

  

(10) Measuring Location 
 

  

(11) Measuring Equipment 
 

  

(12) Nos. of Equipment 
 

  

(13) Specifications of Equipment 
 

  

(14) Measurement Criteria and Method 
(including Eccentric Load) 

  

(15) Target Containers (Export, Import and/or 
transshipment) and Selection Criteria of them 

  

(16) Measurement Accuracy 
 

  

(17) Measuring Time   
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(18) Method of Data Processing and Flow 
 

  

(19) Method of Data Transmission and 
Receiving 
 

  

(20) Calibration and Maintenance Method of 
Survey Equipment 

  

(21) Body responsible for Calibration and 
Maintenance 

  

 
 

  

3. If there have been any Miscalculations or 
Malfunctions of the Measuring Equipment or 
any Issues/Problems, please explain them. 

  

(22) Example of Miscalculation or Malfunction 
 

  

(23) Coping Method against the above 
 

  

 
 

  

4. Please outline the Development Trend of 
the Measuring Equipment. 
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(24) Technical Aspect 
 

  

(25) National Standards and Specifications 
 

  

(26) Future Trends/Developments 
 

  

 
 

  

5. If you have any Comments or Suggestions, 
please provide them. 

  

(27) Comments or Suggestions 
 

  

 
 

  

 




























































